
■認定の基本ルール

・すでに認定を受けた称号への申請はできません。（重複申請不可）

■注意事項

(1) 必要数の印が貼りつけられた台紙付印帳　（「公式印帳」もしくは「エントリー台紙を貼りつけた集印帳」）

(2) 返送用切手1,000円分

(3) エントリー条件に合致したことを確認した申請チェックシート　（次ページ）

(4) 一等航海士認定証　（船長にエントリーする場合のみ）

■送付先

■参考

申請チェックシート　ご記入の前にお読み下さい

「申請チェックシート」は御船印マスター制度に申請する際、認定希望称号の条件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
以下の情報をご確認いただき、必要な事項をご記入のうえ印帳を送付する際に同梱してください。

　申請の際には、以下すべてをお送りください。

・称号認定の基本カウントはあくまで「社数」です。

・称号の認定完了まではおおよそ1か月程度かかります。申込が混雑した場合にはそれ以上かかる場合があります。

・正式な御船印には「参加社マーク」が必ず含まれており、正式なもののみがカウント対象となります。

※チェックシート内の社番・名称は参加社マークでご確認下さい。参加社マークのない印は「御船印」ではない可能性があります。その場合は参加社にご確認下さい。

・審査の結果「条件を満たしていない」場合、印帳等を返送いたします。(差戻し）
 その後、再度申請（再申請）いただく場合、初回同様の申請セットをご用意ください。

・審査の結果「認定された」場合、使用された印帳/台紙及び御船印には認定済印を押印し、次の申請にはご利用頂けなくなります。
 次の称号申請の際には、新しい印と台紙付印帳をお買い求めください。

・申請セットの着払いでの送付や、直接の持ち込みは絶対におやめください。
　またその場合、事務局では受け付けいたしません。印帳等についても一切責任を負いません。

・上位の称号に挑戦する場合、下位で既に集めた参加社の印が含まれていても問題ありません。

※例えばA～T社の印を集めて一等航海士になり、次にA～Tを含むA～AX社の印を集めれば規定の40社を満たしますので、船長になることができます。た
だし、認定済印の押された印は使用不可です。

※再申請の際は改めて「返送用切手」が必要となります。台紙はそのままご利用いただけます。

■申請に必要なもの(申請セット)の確認

・送付にかかる紛失・破損などについて、事務局では一切責任を負いません。

・転売等による不正取得が疑われる場合、事務局の判断で認定の却下・取り消しを行う場合があります。

公式印帳表紙 必須記入事項欄イメージ

参加社マーク例

申請チェックシートは次ページです

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-22-11-5F

(有)ディスクマイスター内 御船印めぐり事務局 マスター制度係 行

宅急便、レターパックなど

必ず追跡可能な手段かつ

発払いにてご送付下さい

（20211011)



1. エントリーに使用する印帳は全て公式印帳もしくは台紙付印帳ですか？

　☐　はい

2. 台紙のすべての必須記入事項欄を記入しましたか？

　☐　はい

3. エントリーする称号の選択

　☐　一等航海士 ☐　船長

4. 収集した印の社数の確認

チェック1列 チェック2列 チェック3列

第一番社 海士 ☐ 第二六番社 瀬戸内海汽船 ☐ 第五一番社 前島フェリー ☐
第二番社 石崎汽船 ☐ 第二七番社 そともめぐり ☐ 第五二番社 マリンパル呼子 ☐
第三番社 伊豆諸島開発 ☐ 第二八番社 津エアポートライン ☐ 第五三番社 三和フェリー ☐
第四番社 伊勢湾フェリー ☐ 第二九番社 東海汽船 ☐ 第五四番社 奥只見湖遊覧船 ☐
第五番社 オーシャン東九フェリー ☐ 第三〇番社 東京九州フェリー ☐ 第五五番社 神戸シーバス ☐
第六番社 小笠原海運 ☐ 第三一番社 東京水辺ライン ☐ 第五六番社 松山・小倉フェリー ☐
第七番社 隠岐観光 ☐ 第三二番社 東京湾フェリー ☐ 第五七番社 ふじさん駿河湾フェリー ☐
第八番社 隠岐汽船 ☐ 第三三番社 南海フェリー ☐ 第五八番社 八重山観光フェリー ☐
第九番社 金風呂丸フェリー ☐ 第三四番社 ハートランドフェリー ☐ 第五九番社 中島汽船 ☐
第一〇番社 九州郵船 ☐ 第三五番社 阪九フェリー ☐ 第六〇番社 安栄観光 ☐
第一一番社 熊本フェリー ☐ 第三六番社 フェリーさんふらわあ ☐ ☐
第一二番社 神戸クルーザー ☐ 第三七番社 富士汽船 ☐ ☐
第一三番社 神戸ベイクルーズ ☐ 第三八番社 富士急マリンリゾート ☐ ☐
第一四番社 国際両備フェリー ☐ 第三九番社 富士五湖汽船 ☐ ☐
第一五番社 佐渡汽船 ☐ 第四〇番社 マリックスライン ☐ ☐
第一六番社 山陰観光開発 ☐ 第四一番社 マルエーフェリー ☐ ☐
第一七番社 シーライン東京 ☐ 第四二番社 宮崎カーフェリー ☐ ☐
第一八番社 ジール ☐ 第四三番社 宮島松大汽船 ☐ ☐
第一九番社 志摩マリンレジャー ☐ 第四四番社 名鉄海上観光船 ☐ ☐
第二〇番社 ジャンボフェリー ☐ 第四五番社 名門大洋フェリー ☐ ☐
第二一番社 商船三井フェリー ☐ 第四六番社 太平洋フェリー ☐ ☐
第二二番社 神新汽船 ☐ 第四七番社 ダックツアー ☐ ☐
第二三番社 新日本海フェリー ☐ 第四八番社 シースピカ ☐ ☐
第二四番社 瀬戸内観光汽船 ☐ 第四九番社 トライアングル ☐ ☐
第二五番社 瀬戸内クルージング ☐ 第五〇番社 粟島汽船 ☐ ☐

1列チェック数(A) 2列チェック数(B) 3列チェック数(C)

チェック数計(A+B+C)

5. 認定時公式ウェブサイトに掲載するニックネーム

受付 確認 NO

事務局使用欄　※記入しないでください

コメント

社番/名称 社番/名称

【公式印帳以外をご利用の場合】
冊数分のエントリー台紙を公式WEBショップで購入し、必要事項を記入の上、使用する全印帳に貼り付けてください。

社番/名称

※公式印帳の表紙裏面もしくはエントリー台紙の必須記入事項欄をすべてご記入ください。

　※ご希望がない場合はイニシャルにて掲載します　　※個人情報保護の観点から本名フルネームの掲載はお断りしております。

御船印マスター制度 申請チェックシート

※社番・名称は印に記載されています(参加社マーク）。複数の参加社マークがある印はどちらか一方のみカウントしてください。

※事務局より内容についてお伺いする場合がありま

す。お手元にお控えを残すようにしてください。
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必須

必須

いずれか必ずチェック

【必要社数】 称号ごとの必要な社数は以下の通りです。一等航海士…20社 船長…40社

※船長にエントリーする場合、以下を必ず添付。

□ 一等航海士の認定証

必須

必須


